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午前 １０時 ００分 開会 

教 育 長  皆様、おはようございます。本日は４名の委員の出席を得ましたので、委員会

は成立しております。 

 それでは、ただいまから令和７年第２３回の教育委員会を開催いたします。 

 本日の会議に出席する職員は、林次長、金子地域教育力担当部長、久保田教育

総務課長、濱野多様な学び推進担当課長、小林学務課長、冨田指導室長、柏田新

しい学校づくり課長、野崎学校配置調整担当課長、彼島施設整備担当副参事、池

田生涯学習課長、品田史跡公園担当課長、高木地域教育力推進課長、石野教育支

援センター所長、山田中央図書館長、以上、１４名でございます。 

 本日の議事録署名委員は、会議規則第２９条により、山口委員にお願いいたし

ます。 

 本日の委員会は２名から傍聴の申し出がなされており、会議規則第３０条によ

り許可しましたので、お知らせいたします。 

 

○臨時代理 

１．意見の聴取について 

（総－１・教育総務課） 

○報告事項 

１．令和７年度第３号補正予算概要 

（総－２・教育総務課） 

教 育 長  では、臨時代理の議題に入ります。臨時代理１「意見の聴取について」、教育

総務課長から報告願います。 

 

教育総務課長  「総－１」をご覧ください。 

 意見の聴取についてでございます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づきまして、東京都板橋区教育

委員会の権限委任に関する規則の規定により、教育長が臨時に代理処理し、区長

原案に同意したことを報告するものでございます。 

 内容につきましては、今回の教育委員会の報告事項に併せて補正予算というこ

とでご説明をしたいと思います。学務課長の方から概要について、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

学 務 課 長  「総－２」をご覧いただきたいと思います。 

 令和７年度第３回補正予算概要でございます。 

 歳出予算の幼稚園振興費の事務諸経費におきまして、８，６５８万９，０００

円の増額補正をさせていただきました。 

 内容といたしましては、物価高騰等に直面している区内私立幼稚園への補助と

いう形でございます。こちらの幼稚園に対する物価高騰対策の支援金につきまし

ては、令和４年度から令和６年度まで継続して支給をさせていただきましたが、

令和７年度につきましては物価高騰が継続している状況がありつつも、国の交付
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金の継続が不明でございましたため、上半期の実施を見送っていたところ、令和

７年１１月２１日の閣議決定におきまして、交付金の継続が示されたというとこ

ろでございますので、令和７年度につきましても支援金の支給を継続することと

いたしまして、支給に必要な経費を計上させていただいた次第でございます。 

 対象の施設といたしましては、区内の私立幼稚園２８園でございます。 

 こちらの支給の金額の根拠でございますが、１人当たり２万７，０００円とい

うところでございまして、こちら物価高騰というところで直面しております、例

えば食材費ですとか光熱水費ですとか、上昇率を勘案して計算した金額でござい

ますが、お一人当たり２万７，０００円を計上させていただきまして、出した金

額でございます。 

 今後のスケジュールでございますが、この件の議会での審議の方は終わりまし

て、１月の末頃までに各幼稚園の方から申請を受け付けまして、２月末までには

支援金の方を支給してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 簡単ですが、以上でございます。 

 

教 育 長  質疑、意見等ございましたらご発言ください。 

 よろしいでしょうか。 

 こちらは既に議会でも承認されているものでございます。よろしくお願いしま

す。 

 それでは、次に報告事項を聴取します。 

 報告１については、先ほど令和７年度第３号補正予算概要について報告いただ

きましたので、先ほど含んだということでよろしいですね。 

 

○報告事項 

２．「第２４回櫻井徳太郎賞」受賞者の決定について 

（生－１・生涯学習課） 

教 育 長  では、報告２に参ります。「「第２４回櫻井徳太郎賞」受賞者の決定につい

て」、生涯学習課長から報告願います。 

 

生涯学習課長  「第２４回櫻井徳太郎賞」の受賞者の決定についてでございます。 

 こちら、既に１０月９日に行われました教育委員会において、今年の第２４回

の応募状況についてご報告をさせていただきまして、その後受賞者が決定したと

いうところでございます。 

 ですので、１、２については既にご説明のとおりでございますので割愛させて

いただきます。３審査会でございますが、審査委員４名いらっしゃいまして、こ

ちらの４名の方に審査員をお願いして、今回ご審査をいただいたところでござい

ます。 

 第１回の審査会については１０月１５日、第２回が１１月５日を経まして、４、

受賞者別紙一覧のとおりということでございまして、一般の部でございますが、

残念ながら櫻井徳太郎賞の方は該当者がなくて、奨励賞という形で１編選定をさ
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せていただいたところでございます。 

 また、高校生の部につきましては、こちらにありますとおり最優秀賞１編、優

秀賞１編、佳作１編。小中学生の部につきましては、最優秀賞１編、優秀賞３編、

佳作３編でございます。次のページに、それぞれの受賞者の方の論文の題名であ

るとか氏名についてお示しをさせていただいたところでございます。こちらにつ

いては、令和８年３月２１日に区立中央図書館において授賞式の方を開会させて

いただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

 簡単でございますが、以上です。 

 

教 育 長  何か質疑意見等ございましたら、ご発言ください。 

 よろしいですか。小林委員。 

 

小 林 委 員  東京以外、本当に全国からということで、すごい楽しみだなと思っていて、次

から板橋区の方の応募が増えるといいなと思っております。 

 

生涯学習課長  今後もそのような形でいろいろな区民の方にも注目していただけるように、こ

ちらの方から周知に努めてまいりたいというふうに思っております。ありがとう

ございます。 

 

教 育 長  他にいかがですか。 

 

（なし） 

 

教 育 長  では、本件は以上とさせていただきます。 

 続きまして報告３でございますが、冒頭での確認をしておりませんでしたので、

改めて確認をいたします。 

 報告３「令和８年度あいキッズ事業等運営委託事業者の選定結果について」は

１月の文教児童委員会で審議を予定している案件のため、本日の教育委員会にお

いて公開で審議を行うことにより、具体的かつ自由な討論、質疑ができないおそ

れがありますので、一時非公開による審議とし、議事進行の都合上委員会の最後

に処理することにします。 

 ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長  それでは、そのようにさせていただきます。 

 これで報告事項は全て済みました。 

 次に教育委員会次第にはございませんが、何か追加報告事項はございませんか。 

 よろしいですか。 
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（なし） 

 

教 育 長  そうしましたら、今申し上げたとおり報告３につきましては、非公開による報

告とさせていただきますので、傍聴人の方はこれにてご退席をいただきたいと思

います。ありがとうございました。 

 

（傍聴人退室） 

 

○報告事項 

３．令和８年度あいキッズ事業等運営委託事業者の選定結果について 

（地－１・地域教育力推進課） 

教 育 長  それでは、報告３「令和８年度あいキッズ事業等運営委託事業者の選定結果

について」、地域教育力推進課長から報告願います。 

 

地域教育力推進課長  令和８年度あいキッズ事業等運営委託事業者の選定結果について、ご報告をさ

せていただきます。 

 令和８年度からの実施を検討しております「小学生の朝の居場所事業」及び

「不登校児童の居場所事業」、こちらあいキッズ室等を活用し、あいキッズ運営

委託事業者の職員によりまして居場所の提供・見守りを行うことを想定している

ものでございます。 

 そのため「あいキッズ事業」、それから「小学生の朝の居場所事業」併せて

「不登校児童の居場所事業」、こちらは「あいキッズ事業等」というふうに呼ば

せていただきますが、こちらの運営を一体的に委託するため、あいキッズ事業の

再選定時期に当たります区立小学校１０校を対象にしまして、プロポーザル方式

で公募をし、令和８年度あいキッズ事業等運営委託事業者の選定を行ったところ

でございます。 

 選定に当たりましては、あいキッズ事業等運営委託事業者選定委員会における

審査を実施いたしまして、運営委託候補事業者を決定したところでございます。 

 １に今回選定の対象となりましたあいキッズ、それから応募数、運営委託候補

事業者をお示ししております。応募数は９校が１者、１校が２者でございました。

２番の志村第一小学校あいキッズの運営委託事業者が変更予定でございまして、

それ以外は従前どおりの運営委託事業者となってございます。 

 ２は、選定委員の構成でございます。 

 ２ページ目に移りまして、３は選定経過と審査結果でございます。 

 公募期間は令和７年の８月１５日から９月２２日まででございました。応募事

業者が１者以下であった９校につきましては、１０月３日まで公募期間を延長し

ました。さらに、志村第一小学校につきましては、応募事業者がこの時点で０者

でございましたので、再公募を実施したところでございます。再公募期間につい

ては記載のとおりでございます。 

 第一次審査は書類審査、それから第二次審査は事業者によるプレゼンテーショ
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ンと選定予定者によるあいキッズを運営する考えをプレゼンテーションしていた

だくあいキッズコンセプト、それから質疑応答を実施いたしました。第二次審査

の日程は表のとおりとなってございます。 

 （４）を飛ばしまして、４番の今後の予定といたしまして、運営委託事業者が

変更となるあいキッズ、こちら志村第一小学校のあいキッズにつきましては、保

護者説明会を令和８年の１月中旬頃、それから引継ぎ研修を令和８年１月中旬か

ら３月まで実施いたしまして、円滑な運営の継続に当たってまいりたいというふ

うに存じます。 

 こちらで説明の方は以上でございます。 

 

教 育 長  それでは、質疑意見等ございましたらご発言ください。 

 今回、新たに小学生の朝の居場所づくりというのも含めての委託ということで、

このように各事業者さんが手を挙げていただいて、ほとんどのところが引き続き

ということになりましたが、大変ありがたいことでして、ある意味新しいチャレ

ンジといいますか、全国にもなかなかない事例です。この板橋区の取組は画期的

で、ぜひ一生懸命頑張っていきたいという事業者さんがいらっしゃったと聞いて

おりますので、大変ありがたく受け止めているところです。 

 この朝の居場所事業については、様々ニーズがありますが、このやり方ですと

毎年１０校ずつですので、５年かかるということですね。随時、新たなプロポー

ザルということになりますので、全校での実施には５年かかってしまいますが、

画期的な事業をしっかりと進めていくという板橋区教育委員会の取組ですので、

よろしくお願いいたします。 

           何か、保護者の方からニーズとか聞いていますか。地域教育力推進課長。 

 

地域教育力推進課長  小学生の朝の居場所事業、不登校児童の居場所事業、新規の事業としてあいキ

ッズと一体的に運営する形で始めさせていただきたいというところで、今回プロ

ポーザルを実施させていただきました。今、教育長が言っていただいたとおり、

非常に気概を持ってご応募いただいた事業者の皆様に関しては感謝しているとこ

ろです。 

 小学生の朝の居場所事業に関しては、やはり全国的にもこのような動きが始ま

っておりまして、いわゆる小１の壁というふうに報道等では言われているもので

ございまして、保育園の方は朝の７時台から開園している園が多くて、小学校に

なるとどうしても８時以降の登校になるというところで、保護者の方が復職を断

念せざるを得ないとか、そのようなことが報道されているところでございました。

板橋区としても、このようなニーズについては伺っていたところでございまして、

改めて令和６年度のあいキッズの満足度アンケートの方でもニーズを確認いたし

まして、そのような保護者の方が非常に多いということも改めて確認していたと

ころでございます。そのようなニーズに応えようというところで、ただ一方で、

安全確保という点についてもしっかり確保していかなきゃいけないというところ

がございましたので、そのやり方としてあいキッズ事業者の方が両方行っていた
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だければ、有資格者の方が見守りを行うことができるというところで、一定その

ような安心の部分を確保できるのではないかというところで、このような形を考

えたところでございます。 

 一方で、朝の居場所事業とあいキッズ事業のみを実施するという場合について

は、朝の居場所、それから放課後の居場所というところで、人材確保の部分で非

常に事業者としては困ってしまう部分がありまして、そのようなところでなかな

か放課後児童クラブの運営事業者がこのようなことを行うというのが難しい部分

があって、全国自治体でもそのような取組はなかなか進んでないところでござい

ます。 

 そのようなところの課題を踏まえて、本区といたしましては、不登校の居場所

事業、不登校児童の居場所事業を日中に一緒に行うことによりまして、人材確保

の部分についても、一定そのような不登校児童のニーズに応えつつ、そのような

課題もクリアすることも可能なのではないかといったところで、このような事業

スキームを考えまして、実施をさせていただこうというふうに検討しているとこ

ろでございます。 

 今後も、保護者のニーズ等しっかり捉えまして、事業の運営の改善等、実際に

運営していきながら図っていきたいというふうに考えているところでございます。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 もう一点は、志村第一小学校あいキッズを受けていただいた業者さんは、板橋

区としては初めてですが、他の自治体で既に実績があると聞いております。その

ことも説明をお願いします。地域教育力推進課長。 

 

地域教育力推進課長  今回、志村第一小学校あいキッズの運営委託候補事業者となりましたのがヒュ

ーマンスターチャイルド株式会社という事業者でございまして、あいキッズの運

営を委託する予定となっておりますけど、こちら、板橋区のあいキッズの運営を

するのは初めてという形になってございます。他の自治体で実績がございまして、

具体的には横浜市の学校の方で放課後キッズクラブという、いわゆる公設民営、

そして放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体型、校内交流型と言っており

ますが、このような施設を３施設実施しております。また、民設民営の放課後児

童クラブにつきましても２施設既に運営実績がございまして、そのような点から

も実績のある事業者ではございます。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 他いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

（なし） 

 

教 育 長  では、本件は以上といたします。 

 それでは、以上をもちまして本日の教育委員会は閉会いたします。ありがとう
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ございました。 

午前  １０時 ２０分 閉会 

 


